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重要取組シート 

取組項目 いじめ不登校対策支援 

現状・課題 

【現状】いじめの認知件数、不登校児童生徒数はそれぞれ増加傾向にある。 

 

 

【課題】 

○いじめや不登校等の課題を早期発見し早期対応につなげる必要がある。 

○年々こども本人からの相談が増加しているが、いじめの認知件数や不登校児童生徒数か

ら見ると少数である。こどもの気持ちに寄り添った対応を行うためには、こどもが安心して相

談できる環境をつくり、こども本人から直接思いを聞く取組を充実させる必要がある。 

 

年度 小学校 中学校  年度 小学校 中学校 

令和 2年度 2,282件 350件  令和 2年度 537人 768人 

令和 3年度 3,747件 569件  令和 3年度 632人 878人 

令和 4年度 4,750件 786件  令和 4年度 811人 1,144人 

令和 5年度 5,678件 854件  令和 5年度 954人 1,197人 

令和 6年度 5,600件 837件  令和 6年度 1,058人 1,241人 

 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

こども本人からの相談件数 15件 29件 75件 94件 

取 組 の 

内  容 

○いじめや不登校などの課題の早期発見につながるよう、広報さかいや市 SNS、子育てイベ

ント等で相談窓口の周知を行う。 

○こどもが相談しやすくなるよう、返信用封筒としても使用できる手紙相談用紙を堺市立学

校の児童生徒に配付する。 

○臨床心理士等の専門職よるこどもへの意見聴取、こども及び保護者へのカウンセリングを実

施する。保護者を対象にいじめに関する正しい知識や SNS 等の危険性に関する講座を実

施することでいじめの未然防止につなげる。 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

前期 

（～9月） 

□ （通年）相談対応 

□ （通年）子育てイベント等での相談窓口の周知 

□ （4月）こどもの意見聴取事業委託契約開始 

□ （6月）堺市立学校に手紙相談用紙の配付 

□ （8月）SNS等の危険性に関する講座 

□ （8月）市 SNS等による相談窓口の周知 

後期 

（～3月） 

□ （9月）広報さかい等による相談窓口の周知 

□ （9月）堺市立学校に手紙相談用紙の配付 

□ （11月）堺市立学校に手紙相談用紙の配付 

□ （1月）いじめに関する正しい知識に関する講座 

次年度 

以降 

□ 児童生徒本人から相談しやすくなるように、周知方法など継続して改善する 

こども青少年局こども青少年育成部 

いじめ不登校対策支援室 

 

いじめ認知件数の推移 不登校児童生徒数の推移 
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